








計算書類の注記

１．重要な会計方針
　　計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年７月20日　2017年12月12日最終改正　NPO法人会計基準協議

会）によっています。

　 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づき定率法で償還をしています。
なお、取得価額が20万円未満の一括償却資産は、3年間の均等償却を実施しています。

　 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
なお、当該施設は、一定の質を確保し児童の安全を図る目的で定められた監督基準を満たすものとし
て地方公共団体の証明を受けた認可外保育施設であるため、認可保育施設同様、保育料等は消費税が
非課税であるものとして会計処理を行っております。

２．固定資産の増減内訳
（単位：円）

期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産
一括償却資産 0 178,344 0 178,344 -59,448 118,896

合計 0 178,344 0 178,344 -59,448 118,896

３．借入金の増減内訳
（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
役員借入金 0 1,046,442 0 1,046,442

合計 0 1,046,442 0 1,046,442

４．役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）
計算書類に計 内役員 内近親者及び

上された金額 との取引 支配法人等との取引

役員借入金 1,046,442 1,046,442 806,442

貸借対照表計 1,046,442 1,046,442 806,442

　・　事業費と管理費の按分方法

科目

科目

５．その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにす
　るために必要な事項

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、役員報酬、給料手当、法定福利費、通信費、消
耗品費、地代家賃、減価償却費及び雑費については、従事割合に基づき按分しています。

（１）

（２）



Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金

現金 131,060

岐阜信用金庫　普通預金 2,333,878

未収入金 1,897,102

流動資産合計 4,362,040

２　固定資産

(1)有形固定資産

一括償却資産

デジタル一眼レフカメラ 118,896

有形固定資産計 118,896

固定資産合計 118,896

資産合計 4,480,936

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金

中部しんきんカード決済 126,400

未払費用 449,025

預り金

所得税 20,518

流動負債合計 595,943

２　固定負債

役員借入金 1,046,442

固定負債合計 1,046,442

負債合計 1,642,385

正味財産 2,838,551

金　額（単位：円）

令和 ４年度　財産目録

　　令和 ５年 ３月３１日現在

科　目　・　摘　要

特定非営利活動法人 幼稚舎サンタセシリア 






